
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

国が原告となり、訴訟を起こすこと。滞納国税を回収するため、
代表的なのが「差押債権取立請求訴訟」で、国が、滞納者の第三債
務者に対する債権を差し押さえた場合、その取立権に基づき第三債
務者からその債権を取り立てるために起こす民事訴訟です。滞納整
理促進策として国税当局は活用しています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額申
請 11月17日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 12月1日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）12月1日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合）12月1日

国　税／3月決算法人の中間申告
12月1日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告 12月1日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日

労　務／労働保険料第3期分の納付
12月1日

（労働保険事務組合委託の　　
場合12月14日まで）
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菊

ワンポイント

1 1月の税務と労務

原告訴訟

※税を考える週間 11月11日～11月17日



11月号 2

金融機関から資金調達をす

る際、事業計画書を作成して

交渉しなければならない場合

がありますが、その際、どの

ような点を強調すればよいの

かについて、以下にまとめて

みました。

金融機関から資金調達をす

る際に、主に必要とされる書

類には以下のようなものがあ

ります。

①決算書（２～３期分）、

②納税証明書、③試算表、④

商業登記簿謄本、⑤資金繰り

表、⑥事業計画書などです。

この中で、未来のビジョン

を語るもの、自社の意思で創

り得るものといった観点から

「事業計画書」に焦点をあて、

その作成ポイントを見ていき

ます。

大きく分けてポイントは以

下の３点です。

a なぜお金が必要なのか

s どのように返済していく

のか

d 万が一のときはどうする

のか

この３点を具体的な根拠と

ともに明示することが必要で

す。貸す側の立場になって作

成してください。

では、３点について詳しく

見ていきます。

a なぜお金が必要なのか

金融機関に融資を申し込む

ということは、必ず資金需要

があるということです。この

需要の内容を金融機関に明確

に伝えなければなりません。

資金需要は大きく分ける

と、設備資金と運転資金の2

つと考えられます。つまり、

長期的に使用する「物」を購

入する資金か、それ以外の資

金かということです。どちら

にしても、事業計画書に記入

する際には「この資金を活用

することで利益が増える」と

金融機関に印象付けなければ

いけません。

「設備導入により、夢であ

った月産100万個体制が整い

ます」ではなく、「設備導入

により、月10万個の増産、コ

スト５％カットを実現し、新

規取引先への拡販と合わせて

10％の増収増益を確保しま

す」と具体的に数字を示しな

がら効果を説明します。

s どのように返済していく
のか

２つの観点から返済実現性

を明示しましょう。１つは、

返済原資をどのように確保す

るのか、もう１つは返済スケ

ジュールをどのように組むの

か、この２点を具体的に示し

てください。

返済原資は、原則的には売

上・利益を伸ばして確保する

ものです。具体的な根拠とと

もに、売上・利益がいつまで

に、どの程度伸びるのか、前

向きな見込みを明示すること

が必要です。先のことなので、

どの程度売上・利益が伸びる

かは分からないというケース

を聞きますが、そのような状

態では融資を受けることは厳

しいですし、仮に受けられて

も遅滞なく返済できる可能性

は低いと言わざるを得ませ

ん。

一方、返済スケジュールで

すが、これは余裕をもって確

実に返せる見込みで計画しま

す。あくまで最終的には金融

機関の意向も踏まえたスケジ

ュールということにはなりま

すが、計画よりも売上や収益

が多少下方に振れても問題な

く返済できる程度の期間を見

込んでおくとよいでしょう。

d 万が一のときはどうする
のか

万が一のときとは、返済が

滞るほどの予想外の不振、あ

るいは突然のアクシデントな

どが起こったときのことで、

事前にいくつかのケースを想

定しておくことによって、よ

り被害の小さい選択をするこ

とが可能になります。最初か

ら不調に終わるだろうと考え

て設備投資をする経営者はい

ませんが、実際に不調に終わ

るケースは多数存在します。

金融機関側もうまくいく話だ

けよりも、うまくいかないと

きの話があった方が、より現

実味をもって案件に取り組ん

でくれるというものです。

万が一のときには、保有資

産を売却するのか、担保処分

や保証人による返済をするの

か、当然のことではあります

が、十分な検討ならびに準備

をしてから融資を依頼するこ

とが大切です。
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売上拡大のためにインター

ネットショップを開設する事

業所が増えています。

自社でもネットショップを

開設し、販路を広げたいと考

えても、ITに強い人材もいな

いし、始め方もよく分からな

いという場合、まずは、イン

ターネットショッピングモー

ル（「楽天市場」など）に出

店する形式で始めてみましょ

う。開設の際には、製品やサ

ービスによる他社との差別化

や決済方法の充実、短納期の

実現など、顧客にとって魅力

のあるショップづくりが重要

です。

■ ネットショップをどのよう
に準備したらよいか
それでは、ネットショップ

を始めるには、どのようにす

ればよいのでしょうか。ネッ

トショップを始める方法には

大きく分けて２つあり、１つ

は自社でネットショップのシ

ステムを構築する方法、もう

１つはインターネットショッ

ピングモールのシステムを借

りる方法があります。初めて

ネットショップを出店するの

であれば、インターネットシ

ョッピングモールを利用する

ことをおすすめします。セキ

ュリティなどに関する管理

は、ショッピングモールの運

営会社が行うため、出店者は

その点を気にする必要はあり

ません。また、初期投資の面

でも、ショッピングモールを

利用した方が、自社でシステ

ムを構築するよりも有利にな

ることが多いからです。

■ ライバルに差をつける
ネットショップは、インタ

ーネット上に膨大な数があり

ます。同じインターネットシ

ョッピングモール内でも多数

の小売店が出店しているでし

ょう。ただ単にネットショッ

プを開設したというだけで

は、なかなか顧客を集め、購

入してもらうことは難しいも

のです。そのような中で、ど

のようにライバルと差をつけ

ていったらよいでしょうか。

差別化の方法はたくさんあ

りますが、１つの方法として

「鮮度の高い専門的な情報発

信」があります。顧客の知り

たい商品に関する情報が、他

の店よりも豊富に掲載されて

いれば、それだけで買い手に

とっては価値の高いものとな

り、ネットショップ訪問の誘

因となるでしょう。また、別

な方法としては、「希少性の

高い商品」を販売することで

す。もし、このネットショッ

プでしか買えない品揃えがで

きれば、ほかのネットショッ

プとの大きな差別化要因とな

るでしょう。

■ 決済方法を充実させる
顧客が購入を決定する際に

重要視するポイントが、決済

方法です。ネットショップで

の決済方法として代表的なも

のには、「現金振込」、「クレ

ジットカード払い」、「代引

き」、「コンビニ決済」などが

あげられます。

たとえば、インターネット

上のクレジットカード決済に

よるカード情報の漏洩を気に

する顧客には、他の決済方法

が必要です。また、決済のと

きの手数料の負担を気にされ

る方は、手数料のかからない

クレジットカード払いを選択

するなど、顧客によって必要

な決済方法はさまざまです。

そのためにも、幅広い決済

方法を準備した方が、より多

くの顧客を獲得することがで

きるようになります。

■ 納期の短縮化を図る
顧客にとっては、欲しい商

品はなるべく早く届いた方が

うれしいものです。とくにネ

ットショップで購入するお客

は、素早い納期というものが

購入決定要因の重要な要素と

なります。もし、自社のネッ

トショップが、商品を注文し

てから手元に届くまで１週間

の納期がかかるのであれば、

お客はもっと納期の早いネッ

トショップからの購入を検討

するかもしれません。注文か

ら商品の発送まで、いかに短

い時間で処理を行うことがで

きるかが、お客に選ばれる店

としての重要なポイントにな

ります。

以上のように、実店舗とネ

ットショップの違いを考慮し

て、顧客にとって魅力のある

ショップづくりを行うことが

成功のポイントです。



11月号 4

循環型社会とは、環境への負荷を減らすた
めに自然界から採取する資源をできるだけ少
なくし、採取した少ない資源を有効に使うこ
とによって、廃棄されるものを最小限に抑え
る社会のことです。実は、日本はすでにこの
循環型社会を経験しています。
江戸時代に鎖国政策が採用されていたこと

はだれでも知っていることです。いまの日本
のように、「必要なモノがあったら何でも海
外から買う」ということはありませんでした。
ほとんどのものが国内で生産され消費されて
いたのです。
たとえば、ロウソク。使用後の残り滓は業

者が巡回して回収していました。安いロウを
生成する原料として利用し、魚油、鯨油と混
ぜて安い普及品のロウソクをつくっていたと
いうのです。「もったいない」はなかなか外
国語に訳せないといいます。もったいないか
らこそ、資源を生かし、モノを尊ぶ。この気
持ちが重要なのです。

歴史に学ぶ循環型社会
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
バ
ブ
ル
は
例

外
な
く
弾
け
る
も
の
で
す
。
い
ま
中
国

で
起
き
て
い
る
バ
ブ
ル
も
必
ず
弾
け
、

そ
の
後
、
何
年
も
厳
し
い
時
代
が
続
く

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
資
本
主
義
の
問
題
で
す
が
、

こ
れ
を
止
め
る
方
法
は
、
だ
れ
も
思
い

つ
き
ま
せ
ん
。「
こ
れ
は
バ
ブ
ル
だ
。

注
意
せ
よ
」
と
メ
ガ
ホ
ン
を
も
っ
て
注

意
を
促
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
も
聞
く
耳
を
も
つ
人
は
ほ

と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
起
き
た
日
本

の
バ
ブ
ル
の
と
き
も
ま
た
同
じ
で
し

た
。
経
済
も
政
治
の
世
界
と
同
じ
で
一

寸
先
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
投
資
の
世

界
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
哲
学
は
、

「
安
く
買
っ
て
、
高
く
売
る
こ
と
」
で

す
。
何
が
安
く
て
、
何
が
高
い
か
を
見

極
め
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
も
の
で

す
。一

時
的
な
変
化
で
は
な
く
、
大
き
な

経
済
の
う
ね
り
が
起
き
て
い
る
か
ど
う

か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

バ
ブ
ル
の
崩
壊

期待される劣後ローン

中小企業をめぐっては、金融機関が去年９

月以降、中小企業向けの融資を減らす傾向に

あることから、資金繰りが一段と厳しくなっ

ており、信用収縮が懸念されています。

このため、金融庁は、経営内容が厳しくて

も再生の可能性があると金融機関が判断した

中小企業に対し、｢劣後ローン｣という貸し出

しの手法を使って融資しやすくなる仕組みを

整えることにしました。

劣後ローンとは、他の特定の債権又は一般

の債権より支払い順位が劣るローンのことを

いいます。融資先が解散したり破綻した時に

負債を全て支払った後、資産が残っていれば

債務が弁済されることになります。リスクが

高いために利子が通常より高くなりますが、

株式（特に無議決権優先株）に近い性質を持

っているため、自己資本の一部とみなされる

ことになります。この制度は、日本では1990

年から解禁されました。

劣後ローンは一部自己資本に算入できるた

め、バブル崩壊後、銀行・生保などで用いら

れました。また公的資金にも一部この方式で

の資本注入が行われたことは記憶に新しいも

のとなっています。

劣後ローンの融資を受けた中小企業の立場

で考えれば、同ローンが取引先金融機関の評

価上、負債とみなされないため、資金調達の

枠が広がる可能性が高まります。

つまり、｢劣後ローン｣は、通常の債務より

返済順位が低いため、この資金を企業の自己

資本に組み入れることができるという特徴が

あり、これまでの債務を劣後ローンに借り換

えることで財務基盤を強化することができる

こととなります。これによって、金融機関は

財務内容の悪化を理由に追加的な融資ができ

なかった中小企業に対し、貸出しを増やすこ

とができるため、金融庁は中小企業向けの資

金を円滑に供給できるとみています。金融庁

は今後、金融機関の検査マニュアルの中でこ

うした手法が活用できることを明確に示すこ

とにしています。




